
前原自治連合有個物連絡会 規約

“

Ifl

第 1条  この会,工 前界自治連

―

会 (以下「樹面物じ絆鈍 という.)と物する

嗣

第2条  有価け の回収範口|よ
=J終

1錠口とする.

(目 的)

第 3条  
…

よ 新母爬ヨ
'荀

物̈を回収することによって 資源のリサイクルなこナとと

もにゴミの減量を推進し 旬価物の波の令 ll l下「協力萄 という.)を持つて 児量 生徒 地域

団い に貢献することを目的にする_

(会員)

第4条  樹碑 曖斯鶴ヽ ま 以下の団本を_‐8とする.

(1)前原自治道合協議会

② 回収範囲内の」ヽ 中学使 (H妨コ 学ヽ校 中読 ド書ヽ 詢京嗽
=官

中学校 ■官4-
のPTA

(3)回収範囲内の町会

(活動内容)

第5条  旬面物連絡会|よ 第3条の目的を達成するため 有価物回収口当する 以下のことを行う

(1)為■
'笏

回収の機

(2)和証物 (新聞IF.雑誌 ■ホール ■▼パ ック 占着 trr)の回収

(3)わ慟 ステーシヨンの管理

(4)¨ 担当部署及鏃 回収組合との連絡 調整等

(5)協力全の受け取り 保管 配分 訳 報告等の会計

(6)違粥著ヽ 重営に中 の前崖

(7)その他 旬

“

力こ絡会ルロ的に必要な活動

(役員等)

筆6条  
―

の樅員詢共 賊務 任期は次のとおりとする.

(D 会長1名 |ス 前原白治連合協議会 長々を・  る。会長は会Jヽ表し 事冽弓と協力して会務を

綺1'■る.

(2)事務局は 1コ●範囲ツ,l lヽ 中学使のPTA]靖ち日り ll ttt f当番校PTA」 とt｀ う)と

し 前条の(4)～ ●lに関けることを行う̀

(3)事詢苛長は 当番校
「

TAの会長を充てる

(m
第7条  旬節物の回収及び和 物̈ステーシヨンの営理は ,ドのとおりとする.

(D 回収口を未曜日とし '日 の場合は 回収を行わな0、

(2)和
"物

ステーシヨンは ゴミステーシヨンを使月し 朝8時 30分までに集積する



O n人の場合は 続 底 綱転 ユボ‐ レ 牛,レ ッヾクのみの回 又とし 占岩 毛布の回収lr4T

わな0、

rl)15叶頃になっても大Jこ司面物の積み残しt・ る場匈ま、輸

“

物ステーションの番号と,讚み残

し量を、有価物回収組合に道搭する.

0 有価物ステーションの申 ま勧]本
"地

当する 荀面物ステーションの確認を年1回行う。
r. 表、1"、藤 した場合は 担当のコ本より直薇 船綺市役所のに当部宥̂ 連絡し その旨を事

務らに報告しておく.

餞力ω

第8条  事務局|ム ■2回 {6月  12月 )船橋市より振り込まォtる協力

`を
確認し 合計処理を行

った上で その都度 4団体に配分する.

2 事務局|ス 以下で定めるとおり、前回の繰越全 け憔費を合わ 及U吟,04籠市から振り

`まれる協力全を会員に配分する.

(1)輸 費 (機 ,∞0円)及び総会 聰      (ao∞円)を事務罐安として差し引く.

κ会 連粥じ経費が不足する姜合は ■蔵費を

"調
する.

r・)]ヽ 費として "け50000円を 留ヽし 側討しな,ヽ場合 冽コ処 として扱う。

(3)西め は 前原白治連合確議会が10・7● ¨ 内の小 中機 、1∞・・ 夕

"`力
0ヽ%とする.

(4)小  中学校のPTA配分は 均等割りとする

(5)町会動 ま 旬筵隣嘗置会
・

つ工範囲にある世帯数を基準とし 子供会 敬老会等^の出 )

は 輌4^C蜃つのなかから行う.世帯数の見直し!ま 原則として5年,とする

(6)配麺 ま 振り込み手数料を差し,き l∞円判立 (切 り捨て)とする.

"会
)

第9条 有価物連絡会の

“

匈 ま 以下とおり,にする.

(1)会長は 事詢 弓と協力して裕会を招葉し 会議を■lttる .

(2)総会は 原則として毎年 5月下旬力'ら 6月■旬に開磋する.

(3)菊%目は、会計報告を行う.

“

)協議事項については 脚請団体刀過半数をもって決定する.

臨 会,

第 10条 有価物連続会帷 は 事務局が必要にはして円摯する.

動 の改正)

第11条 この会則の物 ま 和け の格■ もしく1慟菫饉会において J市剛■刀過彎

するものとする.

附貝1 この規約は■■19年度から施行する.

Ilt 1 3年  5月 31口 施行

¬■18年 12月 16口変更

く参考>

織 職 旬吻 剛 蛛吟    ■471-6647
船権市揆所クリー l― ■436-2434


